


事 務 連 絡 

令和３年２月１９日 

 

各都道府県介護保険主管課（室） 御中 

 

厚生労働省老健局老人保健課 

 

「科学的介護情報システム（LIFE）」の活用等について 

 

介護保険行政の円滑な実施につきましては、日頃から御尽力賜り厚く御礼申し上げます。 

厚生労働省では、平成 28 年度より通所・訪問リハビリテーションデータ収集システム

（VISIT）、令和２年５月より高齢者の状態やケアの内容等データ収集システム（CHASE）を

運用しており、令和３年４月１日より、これらの一体的な運用を開始するとともに、科学的

介護の理解と浸透を図る観点から、名称を「科学的介護情報システム（Long-term care 

Information system For Evidence; LIFE ライフ）（以下「LIFE」という。）」とする予定で

す。 

また、令和３年度介護報酬改定において、科学的に効果が裏付けられた自立支援・重度化

防止に資する質の高いサービス提供の推進を目的とし、LIFE を用いた厚生労働省へのデー

タ提出とフィードバックの活用による、PDCA サイクル・ケアの質の向上を図る取組を推進

することとなりました。 

つきましては、LIFE を用いた厚生労働省へのデータ提出等が要件となる加算及び LIFE の

利用申請の方法等について下記のとおり整理しましたので、管内の市町村ならびに介護サー

ビス事業所等へ周知をお願い致します。 

 

記 

 
１．LIFE の活用等が算定要件に含まれる加算について 

 令和３年度介護報酬改定において、科学的介護推進加算を始めとし、LIFE の活用等が要

件に含まれる加算が設けられます（別添１参照）。詳細な要件等については、今後、通知・

事務連絡等でお知らせいたします。 

 

２．加算の算定に必要な対応等について 

１の加算を算定するためには、LIFE へのデータ提出とフィードバック機能の活用によ

る PDCA サイクルの推進・ケアの向上を図ることが求められます（具体的な PDCA サイクル

の推進等のイメージについては別添２を参照）。介護事業所等においては、具体的には、

LIFE への①利用申請手続き、②データ入力及びフィードバック機能の利用が必要です。 

① 利用申請手続きについて 

LIFE は web システムであるため、インターネットに接続できる環境が必要です。ま



た、利用するためには、以下の web サイトから利用申請を行い、ID・パスワードの発行

を受けることが必要です（LIFE の利用申請等の方法については、別添３を参照して下さ

い。）。 

利用申請後、事業所にパスワード等が記載された圧着はがきが、簡易書留で送付され

ます。時期については、通常、毎月 25 日までに利用申請があったものについて、翌月の

上旬にはがきが発送されます。なお、介護報酬改定の前後の利用申請については、随時

はがきの送付をする予定ですが、令和３年４月前半に LIFE の利用を開始する場合は、

令和３年３月 25 日までに利用申請を行う必要がありますので、ご留意ください。 

また、令和３年３月までに CHASE 又は VISIT のいずれかを利用している場合は、ご利

用の ID・パスワードを４月以降、引き続き利用することができます。なお、CHASE 及び

VISIT の両方を利用している場合は、４月以降、CHASE の ID・パスワードを引き続き利

用することができます（VISIT の ID・パスワードについては、CHASE の ID・パスワード

に統一されます。）。両システムのデータ等は LIFE に引き継がれます。 

 

○ CHASE（LIFE）の利用申請の URL 

https://chase.mhlw.go.jp  
※ 令和３年４月以降は、以下の URL に切り替わる予定です。 

https://life.mhlw.go.jp 
 

○ CHASE の操作マニュアル等の web サイト 

https://chase.mhlw.go.jp/help 
※ 令和３年４月以降は、以下の URL に切り替わる予定です。 

https://life.mhlw.go.jp/manual.html 
 

② データ提出及びフィードバック機能の利用について 

各加算の詳細な要件は、今後通知等でお示しをする予定ですが、別添４－１及び４－

２の様式案のうち、原則として、自由記載の箇所を除く項目についてデータ提出をお願

いする予定です。 

なお、別添４－２では LIFE へのデータ入力とフィードバック機能の活用による PDCA

サイクルの推進・ケアの向上を図ることが求められている加算に関連する様式一式を示

しています。これらの様式の中で、LIFE へのデータ登録が加算算定に必要な様式につい

ては、別添４－１に示しています。 

 データ提出については、別添５に示すとおり、 

・ LIFE の web サイトに直接データを入力し、様式作成とデータ提出を行う方法 

・ 様式作成のために介護ソフトに入力したデータを、LIFE への CSV 連携により提出を

行う方法 

があります。 

「科学的介護情報システム（LIFE）と介護ソフト間における CSV 連携の標準仕様につ



いて」（令和３年２月 19 日付厚生労働省老健局老人保健課事務連絡）により、LIFE と介

護ソフト間における CSV 連携の標準仕様について、お示しをしたところですが、各介護

ソフトの LIFE への対応の有無、対応方法、時期等は異なりますので、ご利用のソフト

のベンダー等にお問い合わせください。 

 

また、データ提出は、サービス提供月の翌月の 10 日（４月サービス分は、５月 10 日）

までに行っていただく予定であり、そのデータの解析結果等のフィードバックについて

は、サービス提供月の翌月中に、LIFE の web サイトを通じて実施予定です（PDF 形式で

ダウンロードしていただく予定です）。詳細は追ってお示ししますが、介護事業所等に

おいては、解析結果等のフィードバックの活用による、PDCA サイクルとケアの質の向上

を図る取組を行っていただく必要があります。 

 

○ データ提出の期限について 

X 月分の情報は、（X＋１）月の 10 日までに LIFE の web サイトを通じて提出してく

ださい。 

なお、排泄支援加算、褥瘡マネジメント加算及び栄養マネジメント強化加算につい

ては、介護ソフト導入等に時間を要する場合のデータ提出の期限等について、別途お

示しする予定です。 

 

○ LIFE に対応した介護ソフト導入等に対する補助について 

様式の作成のために介護ソフトに入力したデータを、LIFE へのデータ連携により提

出する場合は、介護ソフトの導入やアップデート等にあたり、ICT 導入支援事業（地

域医療介護総合確保基金）等の利用が可能な場合があります。今般、都道府県に対し

て令和３年度の介護報酬改定にあわせた積極的な過年度執行の活用について依頼を

していますので、都道府県へお問い合わせください。（別添６） 

 

３．LIFE の機能全般に関するご質問について 

ご質問は、「CHASE ヘルプデスク」にて受付しますので、下記の E-mail 宛にお問い合わ

せいただきますようお願いいたします。なお、新規申請に係るご質問のみ「利用申請ヘル

プデスク」にて電話で受け付けることが可能ですが、介護報酬改定の前後は、電話が混み

合うことが予想されますので、２でご案内している CHASE の操作マニュアル等の web サイ

トをご覧いただいた上で、可能な限り E-mail でのお問い合わせにご協力ください。 

 

【CHASE ヘルプデスク 連絡先】 

 E-mail  ： chase@toshiba-sol.co.jp 

【利用申請ヘルプデスク 連絡先】 

電話番号：042-340-8819（平日 10:00～16:00、4 月以降は別番号に変更予定） 

 E-mail  ： chase@toshiba-sol.co.jp 





令和３年度介護報酬改定における
改定事項について
（LIFE関係抜粋）

本資料は改定事項の概要をお示しするものであり、算定要件等は主なものを掲載しています。
詳細については、関連の告示等を御確認ください。

社保審－介護給付費分科会

第199回（R3.1.18） 参考資料１抜粋
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○ 介護医療院の薬剤管理指導について、介護の質の向上に係る取組を一層推進する観点から、CHASEへのデータ提
出とフィードバックの活用によるPDCAサイクルの推進・ケアの向上を図ることを新たに評価する。【告示改正】

概要

＜現行＞ ＜改定後＞
薬剤管理指導 350単位／回（週1回、月4回まで） ⇒ 変更なし

20単位／月（新設）
※１月の最初の算定時に加算

単位数

○ 次に掲げる要件を満たす場合、同月の最初の薬剤管理指導算定時に限り加算。
・ 入所者の服薬情報等を厚生労働省に提出し、処方に当たって、当該情報その他薬物療法の適切かつ有効な実施

のために必要な情報を活用していること

算定要件等

２．（３）⑫ 介護医療院の薬剤管理指導の見直し

【介護医療院】
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○ 自立支援・重度化防止に向けた更なる質の高い取組を促す観点から、リハビリテーションマネジメント加算につ
いて以下の見直しを行う。
・ 報酬体系の簡素化と事務負担軽減の観点から、リハビリテーションマネジメント加算（Ⅰ）及び介護予防のリ

ハビリテーションマネジメント加算は廃止し、同加算の算定要件は基本報酬の算定要件とし、基本報酬で評価を
行う。【告示改正】

・ 訪問リハビリテーションと通所リハビリテーションの評価の整合性を図る観点から、リハビリテーションマネ
ジメント加算（Ⅱ）及び（Ⅲ）の評価の見直しを行う。【告示改正】

・ リハビリテーションマネジメント加算（Ⅳ）を廃止。定期的なリハビリテーション会議によるリハビリテー
ション計画の見直しが要件とされるリハビリテーションマネジメント加算（Ⅱ）・（Ⅲ）において、事業所が
CHASE・VISITへデータを提出しフィードバックを受けPDCAサイクルを推進することを評価する。【告示改正】

・ CHASE・VISITへの入力負担の軽減やフィードバックにより適するデータを優先的に収集する観点から、リハ
ビリテーション計画書の項目について、データ提供する場合の必須項目と任意項目を設定する。【通知改正】

・ リハビリテーションマネジメント加算の算定要件の一つである「定期的な会議の開催」について、利用者の了
解を得た上で、テレビ会議等の対面を伴わない方法により開催することを可能とする。【通知改正】

概要

３．（１）② リハビリテーションマネジメント加算の見直し①

【訪問リハビリテーション★、通所リハビリテーション★】
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３．（１）② リハビリテーションマネジメント加算の見直し②

単位数

【訪問リハビリテーション】

＜現行＞
リハビリテーションマネジメント加算（Ⅰ） 230単位／月 ⇒

リハビリテーションマネジメント加算（Ⅱ） 280単位／月 ⇒

リハビリテーションマネジメント加算（Ⅲ） 320単位／月 ⇒

リハビリテーションマネジメント加算（Ⅳ） 420単位／月 ⇒

（介護予防）
リハビリテーションマネジメント加算 230単位／月 ⇒

＜改定後＞
廃止
リハビリテーションマネジメント加算（A）イ

180単位／月
リハビリテーションマネジメント加算（A）ロ

213単位／月（新設）

リハビリテーションマネジメント加算（B）イ
450単位／月

リハビリテーションマネジメント加算（B）ロ
483単位／月

廃止（加算（B）ロに組み替え）

廃止
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単位数

３．（１）② リハビリテーションマネジメント加算の見直し③

＜現行＞
リハビリテーションマネジメント加算（Ⅰ） 330単位／月 ⇒

リハビリテーションマネジメント加算（Ⅱ）
同意日の属する月から６月以内 850単位／月 ⇒
同意日の属する月から６月超 530単位／月

リハビリテーションマネジメント加算（Ⅲ）
同意日の属する月から６月以内 1,120単位／月 ⇒
同意日の属する月から６月超 800単位／月

リハビリテーションマネジメント加算（Ⅳ）
同意日の属する月から６月以内 1,220単位／月 ⇒
同意日の属する月から６月超 900単位／月

（３月に１回を限度）

（介護予防）
リハビリテーションマネジメント加算 330単位／月 ⇒

＜改定後＞
廃止

リハビリテーションマネジメント加算（A）イ
同意日の属する月から６月以内 560単位／月
同意日の属する月から６月超 240単位／月

リハビリテーションマネジメント加算（A）ロ（新設）
同意日の属する月から６月以内 593単位／月
同意日の属する月から６月超 273単位／月

リハビリテーションマネジメント加算（B）イ
同意日の属する月から６月以内 830単位／月
同意日の属する月から６月超 510単位／月

リハビリテーションマネジメント加算（B）ロ
同意日の属する月から６月以内 863単位／月
同意日の属する月から６月超 543単位／月

廃止（加算（B）ロに組み替え）

廃止

【通所リハビリテーション】
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【訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション】
○リハビリテーションマネジメント加算の要件について
＜リハビリテーション加算（A）イ＞

・現行のリハビリテーション加算（Ⅱ）と同要件を設定
＜リハビリテーションマネジメント加算（Ａ）ロ＞

・リハビリテーション加算（A）イの要件に加え、利用者毎のリハビリテーション計画書等の内容等の情報を厚生
労働省に提出し、リハビリテーションの提供に当たって、当該情報その他リハビリテーションの適切かつ有効な
実施のために必要な情報を活用していること。

＜リハビリテーションマネジメント加算（Ｂ）イ＞
・現行のリハビリテーションマネジメント加算（Ⅲ）と同要件を設定

＜リハビリテーションマネジメント加算（Ｂ）ロ＞
・現行のリハビリテーションマネジメント加算（Ⅳ）と同要件を設定

○ CHASE・VISITへのデータ提供の内容について
CHASE・VISITへの入力負担の軽減及びフィードバックにより適するデータを優先的に収集する観点から、

リハビリテーション計画書の項目について、データ提出する場合の必須項目と任意項目を設定。

○リハビリテーション会議の開催について
リハビリテーションマネジメント加算の算定要件の一つである「定期的な会議の開催」について、利用者の

了解を得た上で、テレビ会議等の対面を伴わない方法により開催することを可能とする。

算定要件等

３．（１）② リハビリテーションマネジメント加算の見直し④
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３．（１）③ リハビリテーションマネジメント等の見直し

○ 介護老人保健施設（リハビリテーションマネジメント）及び介護医療院（特別診療費（理学療法・作業療法・言語聴覚療
法）について、自立支援・重度化防止に向けた更なる質の高い取組を促す観点から、訪問リハビリテーション等と
同様に、CHASE・VISITへリハビリテーションのデータを提出しフィードバックを受けてPDCAサイクルを推進す
ることを評価する新たな加算を創設する。【告示改正】

概要

＜現行＞ ＜改定後＞
なし ⇒ リハビリテーションマネジメント計画書情報加算（老健） 33単位／月（新設）

理学療法、作業療法又は言語聴覚療法に係る加算（医療院） 33単位／月（新設）

単位数

○ 医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等が共同し、リハビリテーション実施計画を入所者又はその家族等
に説明し、継続的にリハビリテーションの質を管理していること。

○ 入所者ごとのリハビリテーション実施計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、リハビリテーションの提供に
当たって、当該情報その他リハビリテーションの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。

算定要件等

【介護老人保健施設、介護医療院】
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３．（１）⑫ 介護付きホームにおける個別機能訓練加算の見直し

○ (地域密着型)特定施設入居者生活介護（予防含む）における個別機能訓練加算について、より利用者の自立支援等
に資する個別機能訓練の提供を促進する観点から、CHASEへのデータ提出とフィードバックの活用による更なる
PDCAサイクルの推進・ケアの向上を図ることを評価する新たな区分を設ける。【告示改正】

概要

＜現行＞ ＜改定後＞
個別機能訓練加算 12単位／日 ⇒ 個別機能訓練加算（Ⅰ） 12単位／日

個別機能訓練加算（Ⅱ） 20単位／月（新設）
※（Ⅰ）と（Ⅱ）は併算可。

単位数

＜個別機能訓練加算（Ⅱ）＞
○ 個別機能訓練加算（Ⅰ）を算定している利用者について、個別機能訓練計画の内容等の情報を厚生労働省に提出

し、機能訓練の実施に当たって当該情報その他機能訓練の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用すること。

算定要件等

【特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活介護】
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３．（１）⑬ 特別養護老人ホームにおける個別機能訓練加算の見直し

○ （地域密着型）介護老人福祉施設における個別機能訓練加算について、より利用者の自立支援等に資する個別機
能訓練の提供を促進する観点から、CHASEへのデータ提出とフィードバックの活用による更なるPDCAサイクル
の推進・ケアの向上を図ることを評価する新たな区分を設ける。【告示改正】

概要

＜現行＞ ＜改定後＞
個別機能訓練加算 12単位／日 ⇒ 個別機能訓練加算（Ⅰ） 12単位／日

個別機能訓練加算（Ⅱ） 20単位／月（新設）
※（Ⅰ）と（Ⅱ）は併算可。

単位数

＜個別機能訓練加算（Ⅱ）＞
○ 個別機能訓練加算（Ⅰ）を算定している入所者について、個別機能訓練計画の内容等の情報を厚生労働省に提出

し、機能訓練の実施に当たって当該情報その他機能訓練の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用すること。

算定要件等

【介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護】
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○ 施設系サービスにおいて口腔衛生管理体制を確保するよう促すとともに、状態に応じた丁寧な口腔衛生管理を更
に充実させるため、口腔衛生管理体制加算を廃止し、同加算の算定要件の取組を一定緩和した上で、３年の経過措
置期間を設け、基本サービスとして、口腔衛生の管理体制を整備し、入所者ごとの状態に応じた口腔衛生の管理を
行うことを求める。【省令改正、告示改正】

○ 口腔衛生管理加算について、CHASEへのデータ提出とフィードバックの活用による更なるPDCAサイクルの推
進・ケアの向上を図ることを評価する新たな区分を設ける。【告示改正】

概要

＜現行＞ ＜改定後＞
口腔衛生管理体制加算 30単位/月 ⇒ 廃止
口腔衛生管理加算 90単位/月 ⇒ 口腔衛生管理加算（Ⅰ） 90単位/月（現行の口腔衛生管理加算と同じ）

口腔衛生管理加算（Ⅱ）110単位/月（新設）

単位数

＜運営基準（省令）＞（※３年の経過措置期間を設ける）
・ 「入所者の口腔の健康の保持を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、口腔衛生の管理体制を整備

し、各入所者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行わなければならない」ことを規定。
※ 「計画的に」とは、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔衛生に係る

技術的助言及び指導を年2回以上実施することとする。
＜口腔衛生管理加算（Ⅱ）＞

・ 加算（Ⅰ）の要件に加え、口腔衛生等の管理に係る計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、口腔衛生等の管理
の実施に当たって、当該情報その他口腔衛生等の管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。

基準・算定要件

３．（１）⑭ 施設系サービスにおける口腔衛生管理の強化

【介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護療養型医療施設（一部除く）、介護医療
院】
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○ 介護保険施設における栄養ケア・マネジメントの取組を一層強化する観点から、栄養マネジメント加算等の見直
しを行う。【省令改正、告示改正】

概要

単位数

３．（１）⑮ 施設系サービスにおける栄養ケア・マネジメントの充実

＜運営基準（省令）＞
○ （現行）栄養士を１以上配置 → （改定後）栄養士又は管理栄養士を１以上配置。
○ 栄養マネジメント加算の要件を包括化することを踏まえ、「入所者の栄養状態の維持及び改善を図り、自立した

日常生活を営むことができるよう、各入所者の状態に応じた栄養管理を計画的に行わなければならない」ことを規
定。（３年の経過措置期間を設ける）

＜栄養マネジメント強化加算＞
○ 管理栄養士を常勤換算方式で入所者の数を50（施設に常勤栄養士を１人以上配置し、給食管理を行っている場合

は70）で除して得た数以上配置すること
○ 低栄養状態のリスクが高い入所者に対し、医師、管理栄養士、看護師等が共同して作成した、栄養ケア計画に従

い、食事の観察（ミールラウンド）を週３回以上行い、入所者ごとの栄養状態、嗜好等を踏まえた食事の調整等を
実施すること

○ 低栄養状態のリスクが低い入所者にも、食事の際に変化を把握し、問題がある場合は、早期に対応すること
○ 入所者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、継続的な栄養管理の実施に当たって、当該情報その他継

続的な栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。
＜経口維持加算＞

○ 原則６月とする算定期間の要件を廃止する

基準・算定要件等

＜現行＞ ＜改定後＞
栄養マネジメント加算 14単位／日 ⇒ 廃止

栄養ケア・マネジメントの未実施 14単位／日減算（新設）
（３年の経過措置期間を設ける）

なし ⇒ 栄養マネジメント強化加算 11単位／日（新設）
低栄養リスク改善加算 300単位／月 ⇒ 廃止
経口維持加算 400単位／月 ⇒ 変更なし

【介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護療養型医療施設（一部除く）、介護医療
院】
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○ 通所・居住系等のサービスについて、利用者の口腔機能低下を早期に確認し、適切な管理等を行うことにより、口腔
機能低下の重症化等の予防、維持、回復等につなげる観点から、介護職員等が実施可能な口腔スクリーニングを評価す
る加算を創設する。その際、栄養スクリーニング加算による取組・評価と一体的に行う。【告示改正】

○ 口腔機能向上加算について、CHASEへのデータ提出とフィードバックの活用による更なるPDCAサイクルの推進・ケ
アの向上を図ることを評価する新たな区分を設ける。【告示改正】

概要

＜現行＞ ＜改定後＞
栄養スクリーニング加算 ５単位／回 ⇒ 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）20単位／回（新設）

口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）５単位／回（新設）（※6月に1回を限度）

口腔機能向上加算 150単位／回 ⇒ 口腔機能向上加算（Ⅰ） 150単位／回（現行の口腔機能向上加算と同様）
口腔機能向上加算（Ⅱ） 160単位／回（新設）（※原則３月以内、月２回を限度）

（※（Ⅰ）と（Ⅱ）は併算定不可）

単位数

＜口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）＞
○ 介護サービス事業所の従業者が、利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の口腔の健康状態及び栄養状態について

確認を行い、当該情報を利用者を担当する介護支援専門員に提供していること（※栄養アセスメント加算、栄養改善加算及び口
腔機能向上加算との併算定不可）

＜口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）＞
○ 利用者が、栄養改善加算や口腔機能向上加算を算定している場合に、口腔の健康状態と栄養状態のいずれかの確認

を行い、当該情報を利用者を担当する介護支援専門員に提供していること（※栄養アセスメント加算、栄養改善加算又は口腔機能
向上加算を算定しており加算（Ⅰ）を算定できない場合にのみ算定可能）

＜口腔機能向上加算（Ⅱ）＞
○ 口腔機能向上加算（Ⅰ）の取組に加え、口腔機能改善管理指導計画等の情報を厚生労働省に提出し、口腔機能向上

サービスの実施にあたって当該情報その他口腔衛生の管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用している
こと

算定要件等

３．（１）⑰ 通所系サービス等における口腔機能向上の取組の充実
【通所介護、地域密着型通所介護、療養通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハビリテーション★、小規模多機能型居宅介護★、看護小規模多機能型居宅介
護、特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護★】
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○ 通所系サービス等について、栄養改善が必要な者を的確に把握し、適切なサービスにつなげていく観点から、見
直しを行う。【告示改正、通知改正】

概要

単位数

３．（１）⑱ 通所系サービス等における栄養ケア・マネジメントの充実

＜現行＞ ＜改定後＞
なし ⇒ 栄養アセスメント加算 50単位／月（新設）

栄養改善加算 150単位／回 ⇒ 栄養改善加算 200単位／回 （※原則3月以内、月2回を限度）

※ 通所系サービスに加え看護小規模多機能型居宅介護も対象とする

＜栄養アセスメント加算＞ ※口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）及び栄養改善加算との併算定は不可
○ 当該事業所の従業者として又は外部（※）との連携により管理栄養士を１名以上配置していること
○ 利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して栄養アセスメント

を実施し、当該利用者又はその家族に対してその結果を説明し、相談等に必要に応じ対応すること
○ 利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、当該情報その他栄養管理

の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。
※ 他の介護事業所、医療機関、介護保険施設、日本栄養士会や都道府県栄養士会が設置・運営する「栄養ケア・ステーショ

ン」。ただし、介護保険施設については、常勤で１以上又は栄養マネジメント強化加算の算定要件の数を超えて管理栄養士を
配置している施設に限る。

＜栄養改善加算＞
○ 栄養改善サービスの提供に当たって、必要に応じ居宅を訪問することを新たに求める。

算定要件等

【通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハビリテーション★、看護小規模多機能型居宅介護】
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３．（２）① CHASE・VISIT情報の収集・活用とPDCAサイクルの推進②

ア ＜現行＞ ＜改定後＞
・施設系サービス

なし ⇒     科学的介護推進体制加算(Ⅰ) 40単位／月（新設）
科学的介護推進体制加算(Ⅱ) 60単位／月（新設）

（※介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は50単位/月）
・通所系・居住系・多機能系サービス

なし ⇒     科学的介護推進体制加算 40単位（新設）

イ ＜現行＞ ＜改定後＞
・認知症対応型通所介護

個別機能訓練加算 27単位／日 ⇒ 個別機能訓練加算（Ⅰ） 27単位／日（現行と同じ）
個別機能訓練加算（Ⅱ） 20単位／月（新設）
※（Ⅰ）・（Ⅱ）は併算定可。

単位数（ア・イ）

ア＜科学的介護推進体制加算＞
○ 加算の対象は以下とする。

○ 以下のいずれの要件も満たすことを求める。
・ 入所者・利用者ごとの、ADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の入所者の心身の状況等に係る基

本的な情報（科学的介護推進体制加算（Ⅱ）では、加えて疾病の状況や服薬情報等の情報）を、厚生労働省に提
出していること。
※介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設については服薬情報の提出を求めない。

・ 必要に応じてサービス計画を見直すなど、サービスの提供に当たって、上記の情報その他サービスを適切かつ
有効に提供するために必要な情報を活用していること。

イ＜個別機能訓練加算(Ⅱ)（認知症対応型通所介護）＞
○ 個別機能訓練加算（Ⅰ）を算定している利用者について、個別機能訓練計画の内容等の情報を厚生労働省に提出

し、機能訓練の実施に当たって、当該情報その他機能訓練の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用した場
合。

算定要件等（ア・イ）

施設系サービス 介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院

通所系・居住系・
多機能系サービス

通所介護、通所リハビリテーション（※）、認知症対応型通所介護（※）、地域密着型通所介護、
特定施設入居者生活介護（※）、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護（※）、
小規模多機能型居宅介護（※）、看護小規模多機能型居宅介護 ※予防サービスを含む
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＜運営基準（省令）＞
○ サービス毎に、以下を規定。（訪問介護の例）

指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を提供するに当たっては、法第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関
連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に実施しなければならない。

基準（ウ）

３．（２）① CHASE・VISIT情報の収集・活用とPDCAサイクルの推進③

【全体像】
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＜ ADL維持等加算(Ⅰ) ＞
○ 以下の要件を満たすこと

イ 利用者等(当該施設等の評価対象利用期間が６月を超える者）の総数が10人以上であること。
ロ 利用者等全員について、利用開始月と、当該月の翌月から起算して６月目（６月目にサービスの利用がない場

合はサービスの利用があった最終月）において、Barthel Indexを適切に評価できる者がADL値を測定し、測定
した日が属する月ごとに厚生労働省に提出していること。

ハ 利用開始月の翌月から起算して６月目の月に測定したＡＤＬ値から利用開始月に測定したＡＤＬ値を控除し、
初月のADL値や要介護認定の状況等に応じた値を加えて得た値（調整済ＡＤＬ利得）について、利用者等から調
整済ＡＤＬ利得の上位及び下位それぞれ１割の者を除いた者を評価対象利用者等とし、評価対象利用者等の調整
済ＡＤＬ利得を平均して得た値が１以上であること。

＜ ADL維持等加算(Ⅱ) ＞
○ ADL維持等加算(Ⅰ)のイとロの要件を満たすこと。
○ 評価対象利用者等の調整済ＡＤＬ利得を平均して得た値が２以上であること。

算定要件等

３．（２）④ ADL維持等加算の見直し②
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○ 介護保険施設において、入所者の尊厳の保持、自立支援・重度化防止の推進、廃用や寝たきりの防止等の観点か
ら、医師の関与の下、リハビリテーション・機能訓練、介護等を行う取組を推進するため、
・ 定期的に全ての入所者に対する医学的評価と、それに基づくリハビリテーションや日々の過ごし方等について

のアセスメントを実施するとともに、
・ 介護支援専門員やその他の介護職員が、日々の生活において適切なケアを実施するための計画を策定し、日々

のケア等を行う取組を評価する加算を創設する。【告示改正】
○ その際、CHASEへのデータ提出とフィードバックの活用によるPDCAサイクルの推進・ケアの向上を図ること

を求める。【告示改正】

概要

＜現行＞ ＜改定後＞
なし ⇒     自立支援促進加算 300単位／月（新設）

単位数

○ 以下の要件を満たすこと。
イ 医師が入所者ごとに、自立支援のために特に必要な医学的評価を入所時に行うとともに、少なくとも六月に一

回、医学的評価の見直しを行い、自立支援に係る支援計画等の策定等に参加していること。
ロ イの医学的評価の結果、特に自立支援のための対応が必要であるとされた者毎に、医師、看護師、介護職員、

介護支援専門員、その他の職種の者が共同して、自立支援に係る支援計画を策定し、支援計画に従ったケアを実
施していること。

ハ イの医学的評価に基づき、少なくとも三月に一回、入所者ごとに支援計画を見直していること。
二 イの医学的評価の結果等を厚生労働省に提出し、当該情報その他自立支援促進の適切かつ有効な実施のために

必要な情報を活用していること。

算定要件等

３．（３）① 寝たきり予防・重度化防止のためのマネジメントの推進

【介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】
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○ 褥瘡マネジメント加算（介護医療院は褥瘡対策指導管理）について、介護の質の向上に係る取組を一層推進する観点
から、以下の見直しを行う。【告示改正】
・ 計画の見直しを含めた施設の継続的な取組を評価する観点から、毎月の算定を可能とする（介護医療院を除く）。
・ 現行の褥瘡管理の取組（プロセス）への評価に加え、褥瘡の発生予防や状態改善等（アウトカム）について評価

を行う新たな区分を設ける。その際、褥瘡の定義や評価指標について、統一的に評価することが可能なものを
用いる。

・ CHASEへのデータ提出とフィードバックの活用によるPDCAサイクルの推進・ケアの向上を図ることを求め
る。

概要

※看護小規模多機能型居宅介護を対象に加える。
＜現行＞ ＜改定後＞

褥瘡マネジメント加算 10単位／月 ⇒ 褥瘡マネジメント加算（Ⅰ） 3単位／月 （新設）
（３月に１回を限度とする） 褥瘡マネジメント加算（Ⅱ） 13単位／月 （新設）

※ 加算（Ⅰ）（Ⅱ）は併算不可。現行の加算を算定する事業所への経過措置を設定

＜現行＞ ＜改定後＞
褥瘡対策指導管理 6単位／日 ⇒ 褥瘡対策指導管理（Ⅰ） 6単位／日（現行と同じ）

褥瘡対策指導管理（Ⅱ） 10単位／月（新設）
※ （Ⅰ）（Ⅱ）は併算可。

単位数

３．（３）② 褥瘡マネジメント加算等の見直し①

【介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院、看護小規模多機能型居宅介護】
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＜褥瘡マネジメント加算（Ⅰ）＞
○ 以下の要件を満たすこと。

イ 入所者等ごとに褥瘡の発生と関連のあるリスクについて、施設入所時等に評価するとともに、少なくとも三月
に一回、評価を行い、その評価結果等を厚生労働省に提出し、褥瘡管理の実施に当たって当該情報等を活用し
ていること。

ロ イの評価の結果、褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者等ごとに、医師、看護師、管理栄養士、介護
職員、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、褥瘡管理に関する褥瘡ケア計画を作成していること。

ハ 入所者等ごとの褥瘡ケア計画に従い褥瘡管理を実施するとともに、その管理の内容や入所者等ごとの状態につ
いて定期的に記録していること。

ニ イの評価に基づき、少なくとも三月に一回、入所者等ごとに褥瘡ケア計画を見直していること。

＜褥瘡マネジメント加算（Ⅱ）＞
○ 褥瘡マネジメント加算（Ⅰ）の算定要件を満たしている施設等において、施設入所時等の評価の結果、褥瘡が発

生するリスクがあるとされた入所者等について、褥瘡の発生のないこと。

＜褥瘡対策指導管理（ Ⅱ ）＞
○ 褥瘡対策指導管理（Ⅰ）に係る基準を満たす介護医療院において、施設入所時の評価の結果、褥瘡が発生するリ

スクがあるとされた入所者について、褥瘡の発生のないこと。

算定要件等

３．（３）② 褥瘡マネジメント加算等の見直し②
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○ 排せつ支援加算（介護療養型医療施設を除く）について、介護の質の向上に係る取組を一層推進する観点から、以
下の見直しを行う。【告示改正】
・ 排せつ状態の改善が期待できる入所者等を漏れなく支援していく観点から、全ての入所者等に対して定期的な

評価（スクリーニング）の実施を求め、事業所全体の取組として評価する。
・ 継続的な取組を促進する観点から、６か月以降も継続して算定可能とする。
・ 入所者等全員に対する排せつ支援の取組（プロセス）への評価に加え、排せつ状態の改善（アウトカム）につい

て評価を行う新たな区分を設ける。その際、定義や指標について、統一的に評価することが可能なものを用い
る。

・ CHASEへのデータ提出とフィードバックの活用によるPDCAサイクルの推進・ケアの向上を図ることを求め
る。

概要

※看護小規模多機能型居宅介護を対象に加える。
＜現行＞ ＜改定後＞

排せつ支援加算 100単位／月 ⇒ 排せつ支援加算（Ⅰ）10単位／月 （新設）
排せつ支援加算（Ⅱ）15単位／月 （新設）
排せつ支援加算（Ⅲ）20単位／月 （新設）

※ 排せつ支援加算（Ⅰ）～（Ⅲ）は併算不可。現行の加算を算定する事業所への経過措置を設定

単位数

３．（３）③ 排せつ支援加算の見直し①

【介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院、看護小規模多機能型居宅介護】
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＜排せつ支援加算（Ⅰ）＞
○ 以下の要件を満たすこと。

イ 排せつに介護を要する入所者等ごとに、要介護状態の軽減の見込みについて、医師又は医師と連携した看護師
が施設入所時等に評価するとともに、少なくとも六月に一回、評価を行い、その評価結果等を厚生労働省に提出
し、排せつ支援に当たって当該情報等を活用していること。

ロ イの評価の結果、適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込まれる者について、医師、看護師、
介護支援専門員等が共同して、排せつに介護を要する原因を分析し、それに基づいた支援計画を作成し、支援を
継続して実施していること。

ハ イの評価に基づき、少なくとも三月に一回、入所者等ごとに支援計画を見直していること。

＜排せつ支援加算（Ⅱ）＞
○ 排せつ支援加算（Ⅰ）の算定要件を満たしている施設等において、適切な対応を行うことにより、要介護状態の

軽減が見込まれる者について、
・ 施設入所時等と比較して、排尿・排便の状態の少なくとも一方が改善するとともに、いずれにも悪化がない
・ 又はおむつ使用ありから使用なしに改善していること。

＜排せつ支援加算（Ⅲ）＞
○ 排せつ支援加算（Ⅰ）の算定要件を満たしている施設等において、適切な対応を行うことにより、要介護状態の

軽減が見込まれる者について、
・ 施設入所時等と比較して、排尿・排便の状態の少なくとも一方が改善するとともに、いずれにも悪化がない
・ かつ、おむつ使用ありから使用なしに改善していること。

算定要件等

３．（３）③ 排せつ支援加算の見直し②





②

③

①

○ 介護サービスの需要増大が見込まれ、制度の持続可能性を確保できるよう、介護職員の働き方改革と利用者に対するサービス
の質の向上を両立できる、新たな「介護」のあり方についての検討が必要である。

〇 介護保険制度は、高齢者の尊厳を保持し、自立した日常生活を支援することを理念とした制度であるが、介護サービスのアウト
カム等について、科学的な検証に裏付けられた客観的な情報が十分に得られているとはいえない状況である。

〇 介護分野でも、科学的手法に基づく分析を進め、エビデンスを蓄積し活用していくことが必要であり、分析成果のフィードバックによ
る介護サービスの質の向上も期待できる。

はじめに

科学的裏付けに基づく介護（科学的介護）について
○ エビデンスに基づいた自立支援・重度化防止等を進めるためには、以下の取組を実践しつつ、現場・アカデミア等が一体となって科学

的裏付けに基づく介護を推進するための循環が創出できる仕組みを形成する必要がある。
① エビデンスに基づいた介護の実践
② 科学的に妥当性のある指標等の現場からの収集・蓄積および分析
③ 分析の成果を現場にフィードバックすることで、更なる科学的介護を推進

○ 介護分野では、医療における「治療効果」等の関係者間でコンセンサスの得られた評価指標が必ずしも存在するわけではなく、個々
の利用者等の様々なニーズや価値判断が存在する。

〇 科学的介護を実践していくためには、科学的に妥当性のある指標を用いることが様々なデータの取得・解析に当たっての前提となら
ざるを得ないが、科学的に妥当性のある指標等が確立していない場合もある。

〇 科学的介護の推進にあたっては、介護保険制度が関係者の理解を前提とした共助の理念に基づく仕組みであることを踏まえつつ、
様々な関係者の価値判断を尊重して検討を行っていくことが重要である。

科学的介護にかかる検討の取りまとめ経過等①
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【認知症任意項目含む】  

 
【認知症必須項目】 

 

認
知
症 

 

認知症の診断 
□なし □あり（診断日  年  月  日：□ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ病 □血管性認知症 □ﾚﾋﾞ-小体病 □その他（       ）） 

DBD13（認知症の診断または疑いのある場合に記載） 
       まったくない   ほとんどない  ときどきある     よくある       常にある 

・同じ事を何度も何度も聞く        □        □        □        □        □ 
・よく物をなくしたり、置き場所を間違えたり、隠したりする 

      □        □        □        □        □ 
・日常的な物事に関心を示さない      □        □        □        □        □ 
・特別な事情がないのに夜中起き出す    □        □        □        □        □ 
・特別な根拠もないのに人に言いがかりをつける       

□        □        □        □        □ 
・昼間、寝てばかりいる          □        □        □        □        □ 
・やたらに歩きまわる           □        □        □        □        □ 
・同じ動作をいつまでも繰り返す      □        □        □        □        □ 
・口汚くののしる             □        □        □        □        □ 
・場違いあるいは季節に合わない不適切な服装をする 

        □        □        □        □        □ 
・世話をされるのを拒否する        □        □        □        □        □ 
・物を貯め込む              □        □        □        □        □ 
・引き出しや箪笥の中身をみんな出してしまう 

        □        □        □        □        □ 

Vitality Index  
・起床     □いつも定時に起床している □起こさないと起床しないことがある □自分から起床することはない 
・意思疎通   □自分から挨拶する、話し掛ける □挨拶、呼びかけに対して返答や笑顔が見られる □反応がない 
・食事     □自分から進んで食べようとする □促されると食べようとする  

□食事に関心がない、全く食べようとしない 
・排せつ    □いつも自ら便意尿意を伝える、あるいは自分で排尿、排便を行う □時々、尿意便意を伝える  

□排せつに全く関心がない 
・リハビリ・活動□自らリハビリに向かう、活動を求める □促されて向かう □拒否、無関心 

認
知
症 

 

認知症の診断 
□なし □あり（診断日  年  月  日：□ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ病 □血管性認知症 □ﾚﾋﾞ-小体病 □その他（       ）） 

DBD13（認知症の診断または疑いのある場合に記載） 
       まったくない   ほとんどない  ときどきある     よくある       常にある 

・日常的な物事に関心を示さない      □        □        □        □        □ 
・特別な事情がないのに夜中起き出す    □        □        □        □        □ 
・特別な根拠もないのに人に言いがかりをつける       

□        □        □        □        □ 
・やたらに歩きまわる           □        □        □        □        □ 
・同じ動作をいつまでも繰り返す      □        □        □        □        □ 

Vitality Index □自分から挨拶する、話し掛ける □挨拶、呼びかけに対して返答や笑顔が見られる □反応がない 















チェック プロセス 参加者及び内容 備考

□
サービス開始時における情報収集 □医師 □介護支援専門員

□
リハビリテーション会議の開催によるリハビリ
テーション計画書の作成

□参加者（本人・家族・医師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・看護職員・介護職員
介護支援専門員・訪問介護・訪問看護・訪問リハ・通所介護・その他（ ））

□（日付： ・ ・ ）

□

【リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)】
計画作成に関与した理学療法士、作業療法
士又は言語聴覚士によるリハビリテーション
計画の利用者・家族への説明

□同意 □変更・意見（ ）

【リハビリテーションマネジメント加算(Ⅲ)又は(Ⅳ)】
医師によるリハビリテーション計画の利用者・
家族への説明

□同意 □変更・意見（ ）

□
リハビリテーション計画書に基づくリハビリ
テーションの提供

□リハビリテーションプログラムの内容
□短期集中（個別リハ） □生活行為向上リハ □認知症短期集中リハⅡ
□理学療法 □作業療法 □言語聴覚療法
□その他（ ）

□

リハビリテーション会議の実施と計画の見直し □（日付: ・ ・ ） □（日付: ・ ・ ） □（日付: ・ ・ ）
□（日付: ・ ・ ） □（日付: ・ ・ ） □（日付: ・ ・ ）
□（日付: ・ ・ ） □（日付: ・ ・ ） □（日付: ・ ・ ）
□（日付: ・ ・ ） □（日付: ・ ・ ） □（日付: ・ ・ ）

□

訪問介護の事業その他の居宅サービス事業
に係る従業者に対する日常生活上の留意点、
介護の工夫等の情報伝達

□（日付: ・ ・ ）CM・CW・家族・その他（ ） □ （日付: ・ ・ ）CM・CW・家族・その他（ ）
□（日付: ・ ・ ）CM・CW・家族・その他（ ） □ （日付: ・ ・ ）CM・CW・家族・その他（ ）
□（日付: ・ ・ ）CM・CW・家族・その他（ ） □ （日付: ・ ・ ）CM・CW・家族・その他（ ）
□（日付: ・ ・ ）CM・CW・家族・その他（ ） □ （日付: ・ ・ ）CM・CW・家族・その他（ ）
□（日付: ・ ・ ）CM・CW・家族・その他（ ） □ （日付: ・ ・ ）CM・CW・家族・その他（ ）

□ 居宅を訪問して行う介護の工夫に関する指
導・助言の実施

□（日付: ・ ・ ） □（日付: ・ ・ ） □（日付: ・ ・ ）
□（日付: ・ ・ ） □（日付: ・ ・ ） □（日付: ・ ・ ）

□
サービスを終了する１月前以内の
リハビリテーション会議の開催

□参加者（本人・家族・医師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・看護職員・介護職員
介護支援専門員・訪問介護・訪問看護・訪問リハ・通所介護・その他（ ）

□（日付: ・ ・ ）

□
終了時の情報提供 □医師 □介護支援専門員

□その他（ ）

（別紙様式４） リハビリテーションマネジメントにおけるプロセス管理票

※CM：介護支援専門員 CW：指定訪問介護のサービス責任者

利用者氏名 殿 作成年月日 年 月 日







排せつの状態に関するスクリーニング・支援計画書 
評価日 令和   年   月   日  計画作成日 令和   年   月   日 

氏名     殿 男  女 

明・大・昭・平   年   月   日生（   歳） 

記入者名 

医 師 名  

看護師名 

排せつの状態及び今後の見込み 

 施設入所時 評価時 
３か月後の見込み 

支援を行った場合 支援を行わない場合 

排尿の状態 

介助されていない 

見守り等 

一部介助 

全介助 

介助されていない 

見守り等 

一部介助 

全介助 

介助されていない 

見守り等 

一部介助 

全介助 

介助されていない 

見守り等 

一部介助 

全介助 

排便の状態 

介助されていない 

見守り等 

一部介助 

全介助 

介助されていない 

見守り等 

一部介助 

全介助 

介助されていない 

見守り等 

一部介助 

全介助 

介助されていない 

見守り等 

一部介助 

全介助 

おむつ 

使用の有無 

なし 

あり（日中のみ・ 

夜間のみ・終日） 

なし 

あり（日中のみ・ 

夜間のみ・終日） 

なし 

あり（日中のみ・ 

夜間のみ・終日） 

なし 

あり（日中のみ・ 

夜間のみ・終日） 

ポータブル 

トイレ 

使用の有無 

なし 

あり（日中のみ・ 

夜間のみ・終日） 

なし 

あり（日中のみ・ 

夜間のみ・終日） 

なし 

あり（日中のみ・ 

夜間のみ・終日） 

なし 

あり（日中のみ・ 

夜間のみ・終日） 

※排尿・排便の状態の評価については「認定調査員テキスト 2009 改訂版（平成 30 年 4 月改訂）」を参照。 

 

排せつの状態に関する支援の必要性 

あり      なし 

 

 

                                                     

支援の必要性をありとした場合、以下を記載。 

 

排せつに介護を要する要因 

 

 

 

 

支援計画 

 

 

 

 

 

 

 

説明日 令和  年  月  日 

説明者氏名  

 



自立支援促進に関する評価・支援計画書 
評価日 令和   年   月   日  計画作成日 令和   年   月   日 

氏名     殿 男  女 
明・大・昭・平   年   月   日生（   歳） 

医 師 名  
介護支援専門員名 

現状の評価と支援計画実施による改善の可能性 

（※ 利用者が日常生活の中で「できる ADL 動作」について評価して下さい。） 
 

(１) 診断名（特定疾病または生活機能低下の直接の原因となっている傷病名については１.に記入）及び発症年月日 

    １．                                         発症年月日  （昭和・平成・令和      年     月     日頃 ） 

    ２．                                         発症年月日  （昭和・平成・令和      年     月     日頃 ） 

    ３．                                         発症年月日  （昭和・平成・令和      年     月     日頃 ） 

(２) 生活機能低下の原因となっている傷病または特定疾病の経過及び治療内容〔前回より変化のあった事項について記入〕 

(３)日常生活の自立度等について 
・障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)  □自立  □J1  □J2  □A1   □A2   □B1   □B2  □C1  □C2 
・認知症高齢者の日常生活自立度         □自立  □Ⅰ  □Ⅱa  □Ⅱb □Ⅲa  □Ⅲb □Ⅳ  □Ｍ 

(４) 基本動作 
・寝返り     □自立  □見守り  □一部介助  □全介助 
・起き上がり   □自立  □見守り  □一部介助  □全介助 
・座位の保持   □自立  □見守り  □一部介助  □全介助 
・立ち上がり   □自立  □見守り  □一部介助  □全介助 
・立位の保持    □自立  □見守り  □一部介助  □全介助 

（５）ADL※         自立   一部介助   全介助 
 
・食事           □10  □５        □０ 
・椅子とベッド間の移乗   □15    □10←（監視下） 
       （座るが移れない）→ □５        □０ 
・整容           □５  □０        □０ 
・トイレ動作          □10  □５        □０  
・入浴                     □５  □０        □０ 
・平地歩行                 □15    □10←（歩行器等） 
      （車椅子操作が可能）→ □５        □０ 
・階段昇降         □10  □５        □０ 
・更衣                     □10  □５        □０ 
・排便コントロール         □10  □５        □０ 
・排尿コントロール         □10  □５        □０ 

(６)廃用性機能障害に対する自立支援の取組による機能回復・重度化防止の効果 
□期待できる（期待できる項目： □基本動作 □ADL □IADL □社会参加 □その他）  
□期待できない  □不明 
・リハビリテーション（医師の指示に基づく専門職種によるもの）の必要性   □あり  □なし 
・機能訓練の必要性   □あり  □なし 
(７)尊厳の保持と自立支援のために必要な支援計画 
□尊厳の保持に資する取組 □本人を尊重する個別ケア □寝たきり防止に資する取組 □自立した生活を支える取組 
(８)医学的観点からの留意事項 
・血圧 □特になし □あり（                         ）・移動 □特になし □あり（                            ） 
・摂食 □特になし □あり（                         ）・運動 □特になし □あり（                            ） 
・嚥下 □特になし □あり（                         ）・その他 （                                            ） 



支援実績 

離床・基本動作 ADL 動作 日々の過ごし方等 訓練時間 

・離床 
 □あり  □なし 
 １日あたり（ ）時間 
 
・座位保持 
 □あり  □なし 
 １日あたり（ ）時間 
（内訳） 

ベッド上（ ）時間 
   車椅子（ ）時間 
 普通の椅子（ ）時間 
   その他（ ）時間 
 
・立ち上がり 
 □あり  □なし 
 １日あたり（ ）回 

・食事 
（自立・見守り・一部介助・全介助）※ 
 □居室外（普通の椅子）  
□居室外（車椅子） 
□ベッドサイド 

 □ベッド上 □その他 
食事時間や嗜好への対応 

 □有 □無 
 
・排せつ（日中） 
（自立・見守り・一部介助・全介助）※ 
□居室外のトイレ 

  □居室内のトイレ 
 □ポータブル 
 □おむつ □その他 
 個人の排泄リズムへの対応 
 □有 □無 
 
・排せつ（夜間） 
（自立・見守り・一部介助・全介助）※ 
 □居室外のトイレ 
  □居室内のトイレ 
 □ポータブル 
 □おむつ □その他 
 個人の排泄リズムへの対応 
 □有 □無 
 
・入浴 
（自立・見守り・一部介助・全介助）※ 
□大浴槽 □個人浴槽 

 □機械浴槽 □清拭 
 １週間あたり（ ）回 
 マンツーマン入浴ケア 
 □有 □無 

・本人の希望の確認 
 １月あたり（ ）回 
 
・外出 
１週間あたり（ ）回 

 
・居室以外（食堂・デイルー 
ムなど）における滞在 
１日あたり（ ）時間 

 
・趣味・アクティビティ・ 
役割活動 
１週間あたり（ ）回 

 
・職員の居室訪問 
１日あたり（ ）回 
 

・職員との会話・声かけ 
 １日あたり（ ）回 
 
・着替えの回数 
 １週間当たり（ ）回 
 
・居場所作りの取組 
 □有 □無 

・リハビリ専門職による訓練 
 □あり  □なし 
 １週間あたり（ ）時間 
 
・看護・介護職による訓練 
 □あり  □なし 
 １週間あたり（ ）時間 
 
・その他職種 
 □あり  □なし 
 １週間あたり（ ）時間 
 

（※ 利用者が実際に日常生活の中で「している ADL 動作」について評価して下さい。） 
 
支援計画 

・離床・基本動作についての支援計画 

（具体的な計画） 

・ADL 動作についての支援計画 

（具体的な計画） 

・日々の過ごし方等についての支援計画 

（具体的な計画） 

・訓練の提供についての計画（訓練時間等） 

（具体的な計画） 

 
説明日 令和  年  月  日 
説明者氏名  
 



（別紙様式●） 

薬剤変更等に係る情報提供書 

令和  年  月  日 

医療機関名： 

  

担当医：     科        殿 

 

        介護老人保健施設の名称： 

                 住所： 

               電話番号： 

                ＦＡＸ： 

               医師氏名： 

              薬剤師氏名： 

 

入所中の生活状況等を踏まえ、服薬内容について検討を行いました。検討の内容、薬

剤変更後の状態等について連絡申し上げます。 

 

患 

者 

氏名  男・女 

生年月日 明・大・昭  年  月  日生（  歳）  

 

傷病名 

 

＜入所時の処方＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⇒ 

＜退所時の処方＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜検討した内容＞ 

 

 

 

 

 

 

 



 

＜変更・減薬・減量があった場合＞ 

変更・減薬・ 

減量薬剤名１ 

変更・減薬・減量の別：  

薬剤名： 

変更・減薬・ 

減量理由 

１ 有害事象の発現  ２ 有害事象の発現リスク 

３ 非薬物的対応   ４ 肝機能・腎機能  

５ 同系統薬の重複投与  ６ 後発医薬品への切り替え 

７ 配合剤への切り替え  ８ 服薬アドヒアランスの低下 

９ 症状改善       10 その他（         ） 

変更・減薬・減

量後の状態・関

連情報等 

 

 

 

 

 

 

変更・減薬・ 

減量薬剤名２ 

変更・減薬・減量の別：  

薬剤名： 

変更・減薬・ 

減量理由 

１ 有害事象の発現  ２ 有害事象の発現リスク 

３ 非薬物的対応   ４ 肝機能・腎機能  

５ 同系統薬の重複投与  ６ 後発医薬品への切り替え 

７ 配合剤への切り替え  ８ 服薬アドヒアランスの低下 

９ 症状改善       10 その他（         ） 

変更・減薬・減

量後の状態・関

連情報等 

 

 

 

 

 

 

 

＜追加処方があった場合＞ 

追加処方 

薬剤名１ 

 

処方経緯等  

 

 

 















事 務 連 絡 

令和３年３月１０日 

 

各都道府県介護保険主管課（室） 御中 

 

厚生労働省老健局老人保健課 

 

「科学的介護情報システム（LIFE）」の活用等について（その２） 

 

介護保険行政の円滑な実施につきましては、日頃から御尽力賜り厚く御礼申し上げます。 

令和３年度からの科学的介護情報システム（LIFE）の活用等については、「『科学的介護情

報システム（LIFE）』の活用等について」（令和３年２月 19 日厚生労働省老健局老人保健課

事務連絡）等により随時お示ししているところですが、今般、下記のとおり新たにお知らせ

しますので、管内の市町村ならびに介護サービス事業所等へ周知をお願い致します。 

 

記 

 
１．LIFE の利用申請と利用開始スケジュールについて 

通常、毎月 25 日までに利用申請があったものについて、翌月の上旬にはがきが発送さ

れますが、令和３年３月中のスケジュールの詳細については以下のとおりです。 

なお、 

・ 令和３年４月より LIFE の利用を開始する場合は、以下のスケジュールにかかわらず、

早期に申請頂くことや、 

・ LIFE に係る加算の算定等を検討している場合にも、申請を検討頂くこと 

等の対応をいただけますよう御願いいたします。 

 

  ○ 利用申請処理スケジュール 

・ 令和３年３月 11 日までに利用申請した場合：令和３年３月末から LIFE 利用開始

可能 

・ 令和３年３月 18 日までに利用申請した場合：令和３年４月上旬から LIFE 利用開

始可能 

・ 令和３年３月 25 日までに利用申請した場合：令和３年４月前半から LIFE 利用開

始可能 

 

２．LIFE の機能全般に関するご質問について 

ご質問は、「CHASE ヘルプデスク」にて受付しますので、下記の E-mail 宛にお問い合わ

せいただきますようお願いいたします。なお、新規申請に係るご質問のみ「利用申請ヘル

プデスク」にて電話で受け付けることが可能ですが、介護報酬改定の前後は、電話が混み



合うことが予想されますので、CHASE の操作マニュアル等の web サイトをご覧いただいた

上で、可能な限り E-mail でのお問い合わせにご協力ください。 

 

 
【CHASE ヘルプデスク 連絡先】 

 E-mail  ： chase@toshiba-sol.co.jp 

【利用申請ヘルプデスク 連絡先】 

電話番号：042-340-8819（平日 10:00～16:00、4 月以降は別番号に変更予定） 

 E-mail  ： chase@toshiba-sol.co.jp 


